
   (5)はしけ運送料金（参考）    
 

平成 12 年 11 月１日の法律改正に伴い届出料金に移行 
 

Ⅰ．適 用 範 囲 
 このはしけ運送料金は、港湾内又は指定区間において、はしけにより、本船船側←→沿岸間又は、

沿岸←→沿岸間の貨物の運送を行う場合に適用します。 
 
Ⅱ．料金の種類及び適用方 
 １．基 本 料 金 

（１トンにつき 単位円） 

品   目 

金   額 

港 湾 内 運 送 

通常の港湾内 

ユ ニ タ イ ズ 貨 物 

一 般 包 装 品 

有 姿 貨 物 

1,242 

撒 貨 物 1,120 

⑴ 作業範囲 

    基本料金が適用される作業範囲は、次のとおりとします。 

 ① 本船船側←→沿岸間における運送の場合 

本船船側に繋留されたはしけ内においてフックをはずされた貨物を運送可能な状態に積み付

けし、これを運送し、貨物揚河岸に繋留するまで、又は貨物積み河岸に繋留されたはしけに運送

可能な状態に積み付けられた貨物を運送し、本船船側においてフックをかけられる状態にするま

での作業とします。 

 ② 沿岸←→沿岸間における運送の場合 

貨物積み河岸に繋留されたはしけに運送可能な状態に積み付けられた貨物を運送し、貨物揚河

岸に繋留するまでの作業とします。 

なお、荷繰作業に際し、はしけを使用する場合の作業を含みます。 

 

２．割 増 料 金 

割増料金は、次のとおりとします。 

ただし、割増料金が重複する場合には、基本料金にそれぞれの割増率を乗じて各割増料金を算出し、

これらの金額を合算します。 

種   別 内     容 割 増 率 

半 夜 運 送 16時 30分から 21時 30分までの間における運送 基本料金の４割増 

日曜日・祝祭日運送 日曜日・祝祭日における運送 基本料金の３割増 

 

 

 



 ３．はしけ内荷捌料金 

   本料金は、本船船側におけるはしけ内の荷捌作業に適用します。 

（１トンにつき 単位円） 
品   目 金   額 

一 般 包 装 品 131 

ユ ニ タ イ ズ 貨 物 

有 姿 貨 物 

撒 貨 物 

66 

（注） 本料金は、１はしけ内のはしけ内荷捌要員が、一般包装品にあっては２名、その他の貨物に

あっては１名の場合に適用し、それぞれの人員が１名増す毎に１名につき 66円増しとします。

なお、本料金には、港湾荷役料金（船内荷役料金）に係る所定の割増料金を準用します。 

 

４．滞 船 料 金 

 積載貨物トン数１トン１日につき 142円とします。 

 ただし、本料金は貨物の積荷役日を含め４日間以内にはしけ運送が完了（はしけ繋留場所に揚荷役

を完了して帰着するまで）しない場合に積荷役日から起算して５日目以降当該はしけ運送が完了する

までの間に適用します。 

 

 ５．最 低 料 金 

本料金は、１運送の引受量が 100 トンに満たない場合に適用し、当該引受量が 100トンに満たない

場合は、100トン分とします。 

 

６．分 担 金 等 

区     分 金     額 

⑴ 港湾福利分担金 

⑵ 労 働 安 定 基 金 

各貨物（一律）１トンにつき ４円 

各貨物（一律）１トンにつき ３円 50 銭 

 

 ７．消費税及び地方消費税の加算 

  ⑴ 料金の総額に消費税率を乗じて計算します。 

    ただし、免税となる取引には適用しません。 

⑵ 上記により計算された金額に１円未満の端数が生じた時は１円単位に四捨五入します。 

 

 ８．料金の計算方 

 料金の計算方は、次によります。 

 計算トン数は、重量、容積いずれか大なる方とし、重量は 1,000 キログラム、容積は 1.133立方米

をもって１トンとみなします。 

 なお、慣例により重量に一定の係数を乗じて得た数値をもって計算トン数としている場合には、そ

の例によります。 

 ただし、コンテナは実入・空とも 20 フィート型は１個当たり 32 トン、40 フィート型は１個当た

り 48トンをもってそれぞれ計算トン数とします。 



 また、20 フィート型未満のコンテナは、20 フィート型を基準とする換算トン数をもって計算トン

数とし、35フィート型及び 45フィート型等は 40フィート型と同じとします。 

 

９．そ の 他 

  ⑴ 特殊貨物（海難貨物、変質・発熱・塵埃・悪臭・汚損の甚だしい貨物等）、及び特殊運送（荒・

雨・雪天時運送、防波堤外運送）の場合は、基本料金のほかに、委託者と協議の上決定した金

額を申し受けます。 

⑵ 委託者の要求により、はしけ封印を行った場合及びはしけ敷物等の特別の資材を使用した場

合には、委託者と協議の上、別途実費を申し受けます。 

⑶ 本料金表に記載のない事項については、法令に反しない範囲内において当事者間の取極め又

は、慣習によります。 

 

貨物別係数（一貫・船内・沿岸・小型船・はしけ共通） 

係数 貨     物     名 

1.1 尿素 

1.2 
ライ麦、大麦、ﾐｰﾄﾎﾞｰﾝﾐｰﾙ､ｺｯﾄﾝｼｰﾄﾞﾐｰﾙ､ﾌｰﾄﾞｽｸｰﾘﾝｸﾞ､マトン（骨をとったものカートン

入）、メイズ、マイロ、大豆 

1.3 
ドングリ、ﾐﾚｯﾄｼｰﾄﾞ､ﾚｰﾌﾟｼｰﾄﾞ､ｽﾗｯｸｽｼｰﾄﾞ､ﾏｽﾀｰﾄﾞｼｰﾄﾞ､ﾒｲｽﾞﾐｰﾙ、タピオカ（タイ国産紙

袋）、各種飼料用ペレット、ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑ､ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟﾍﾟﾚｯﾄ（米国産）、米（叺入） 

1.4 澱粉（中国産綿袋）、ｶｽﾀｰｼｰﾄﾞﾐｰﾙ、生ゴム 

1.5 
ﾌｪｻﾞｰﾐｰﾙ､ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾅｯﾄﾐｰﾙ､ｺﾌﾟﾗﾐｰﾙ、大豆粕、ﾌｨｰﾄｵｰﾄ､ﾆｶﾞｰｼｰﾄﾞ､ｼｬｰﾑｼｰﾄﾞ､ｻﾌﾗﾜｰｼｰﾄﾞ、魚

粉（国内産紙袋）、骨粉、血粉、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞﾍﾟﾚｯﾄ（韓国米叺入） 

1.6 ﾚｰﾌﾟｼｰﾄﾞﾐｰﾙ､ｱﾙﾓﾝﾄﾞｾｰﾙﾐｰﾙ、冷凍めかじき、りんちょう、さめ（ﾌｨｰルット） 

1.7 モルト、冷凍きはだ、さめ（ドレス） 

1.8 ｶｻﾊﾞﾐｰﾙ、コプラ、ﾗｲｽﾌﾟﾗﾝ、ｻﾌﾗﾜﾐｰﾙ、ふすま、ｶｽﾀｰｼｰﾄﾞ 

2.0 ｶﾎﾟｯｸｼｰﾄﾞ、ｺｯﾄﾝｼｰﾄﾞ、ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟﾍﾟﾚｯﾄ（欧州産） 

2.2 ｻﾌﾗﾜｰｼｰﾄﾞ 

2.6 ｶｻﾊﾞﾙｰﾂﾁｯﾌﾟ 

2.8 ﾐｯｸｽｱﾆﾏﾙﾌｰﾌﾟ、ｷｬｯｽﾙﾌｰﾌﾟ、ホップ 

3.0 ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ（中国産）、マトン（首なし麻袋入） 

3.3 ﾒｲｽﾞｺﾌﾟﾐｰﾙ 

備考 

⑴ 上記貨物については重量をもって計算し、それぞれの係数を重量トンに乗じた数を計算トン

数とする。 

⑵ 上記に記載のない貨物については、類似貨物の係数を適用する。 

 


